
一般財団法人大阪市文化財協会コンプライアンス規程 

 

                                    

（総則） 

第１条 この規程は、職員のコンプライアンス（法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図ること 

 により公正な職務の執行を確保すること。以下同じ）について定める。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、一般財団法人大阪市文化財協会（以下「協会」という。）のすべての職員（嘱 

 託職員、大阪市派遣職員、契約職員を含む）に適用する。 

（法令知識の習得） 

第３条 職員は、自らの職務を規制している法令について正しい知識を習得するように努めなければ 

 ならない。 

（コンプライアンスの義務） 

第４条 職員は、自らの職務を規制している法令を誠実に遵守して職務を遂行しなければならない。 

２ 自らの職務を規制している法令が不明であるときは、社会的良識に基づいて行動しなければなら 

 ない。 

（行動のセルフチェック） 

第５条 職員は、自らの考えや行動が法令と社会的良識に沿ったものであるかどうかを、自ら常にチ 

 ェックしなければならない。 

２ 前項に定めるセルフチェックは、別記様式の「コンプライアンス・セルフチェックシート」によ 

って行うものとする。 

３ 職員は、セルフチェックシートを常に携行するか、又は身辺に置いておかなければならない。 

（禁止事項） 

第６条 職員は、次に掲げることをしてはならない。 

 (1)自ら法令に違反する行為をすること 

 (2)他の職員に対し、法令に違反する行為をすること 

 (3)他の職員に対し、法令に違反する行為を教唆すること 

 (4)他の職員の法令違反行為を黙認すること 

（懲戒処分） 

第 7条 協会は、法令違反行為をした職員を懲戒処分に付する。 

（免責の制限） 

第８条 職員は、次に掲げることを理由として、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはで 

 きない。 

 (1)法令について正しい知識がなかったこと 



 (2)法令に違反しようとする意思がなかったこと 

 (3)協会の利益を図る目的で行ったこと 

（コンプライアンス研修会） 

第９条 協会は、次に掲げる目的のため、必要に応じ、研修会を開催する。 

 (1)コンプライアンスへの関心を高めること 

 (2)コンプライアンスについての正しい知識を付与すること 

２ 研修会の受講を命令された職員は、必ず受講しなければならない。 

 

    附 則 

 この規程は、平成 20年１月１日から施行する。 

    附 則 

 この規程は、平成 22年 4月１日から施行する。 

    附 則 

 この規程は、平成 24年 4月１日から施行する。 

    附 則 

 この規程は、平成 31年 4月１日から施行する。 

 

 



 

（様式）コンプライアンス・セルフチェックシート 

 
コンプライアンス・セルフチェックシート 

 あなたの考えや行動について、次の 4項目を素直にチェックしてみてください。 

  

＊ 法令、法人の規則・規程に違反していませんか 

＊ 社会的な良識に照らして問題はありませんか 

＊ 自分自身で本当に正しいと思いますか 

＊ 家族や同僚に自信を持って説明できますか 

もしも判断に迷うときは、中止するか、あるいはコンプライアンス委員に相談してください。

秘密は厳守します。 

 

 


